
決 議 1 7 5 7 ( 2 0 0 7 )  
2 0 0 7 年 5 月 3 0 日 、 安 全 保 障 理 事 会 第 5 6 8 5 回 会 合 で 採 択  
 
 安 全 保 障 理 事 会 は 、  
 従 前 の 関 連 諸 決 議 、と り わ け 2 0 0 5 年 4 月 7 日 の 決 議 1 5 9 5（ 2 0 0 5）、2 0 0 5
年 1 0 月 3 1 日 の 決 議 1 6 3 6（ 2 0 0 5）、2 0 0 5 年 1 2 月 1 5 日 の 決 議 1 6 4 4（ 2 0 0 5）、

2 0 0 6 年 3 月 2 9 日 の 決 議 1 6 6 4（ 2 0 0 6）お よ び 2 0 0 7 年 3 月 2 7 日 の 決 議 1 7 4 8
（ 2 0 0 7） を 想 起 し 、  
 2 0 0 5 年 2 月 1 4 日 の 爆 弾 テ ロ な ら び に 2 0 0 4 年 1 0 月 以 来 の レ バ ノ ン に お

け る 他 の 攻 撃 に 対 す る 最 も 強 い 非 難 を 再 確 認 し 、  
 レ バ ノ ン 政 府 の 唯 一 か つ 排 他 的 な 権 威 の 下 で の 、 レ バ ノ ン の 主 権 、 領 土

保 全 、 統 一 お よ び 政 治 的 独 立 の 厳 格 な 尊 重 を 求 め る こ と を 再 度 強 調 し 、  
 2 0 0 5 年 1 2 月 1 3 日 の レ バ ノ ン 首 相 発 事 務 総 長 宛 の 、 と り わ け テ ロ 犯 罪

に 関 し て 責 任 が あ る と み な さ れ る す べ て の 人 間 を 裁 く た め の 国 際 的 な 性 格

の 法 廷 の 設 置 を 要 請 す る 書 簡 ( S / 2 0 0 5 / 7 8 3 ) 、 お よ び 、 安 保 理 か ら 事 務 総 長

に 対 す る 、 刑 事 司 法 に 関 す る 最 高 の 国 際 水 準 に 立 脚 し た 、 か か る 法 廷 の 設

置 へ 向 け た レ バ ノ ン 政 府 と の 協 定 の 交 渉 の 要 請 を 想 起 し 、  
 さ ら に 2 0 0 6 年 1 月 か ら 2 0 0 6 年 9 月 ま で の 間 の 、ニ ュ ー ヨ ー ク の 国 際 連

合 本 部 、 ハ ー グ お よ び ベ イ ル ー ト に お け る 、 国 際 連 合 法 律 顧 問 と 権 限 を 持

つ レ バ ノ ン の 政 府 代 表 と の 間 で 行 な わ れ た 交 渉 と 協 議 の 結 論 を 報 告 し た

2 0 0 6 年 11 月 1 5 日 の レ バ ノ ン に 関 す る 特 別 法 廷 の 設 置 に 関 す る 事 務 総 長

報 告 書 ( S / 2 0 0 6 / 8 9 3 ) 、 お よ び 、 安 全 保 障 理 事 会 理 事 国 が 、 そ の 報 告 書 に 添

付 さ れ た 合 意 文 書 に 満 足 し て い る 旨 を 伝 え る 議 長 発 事 務 総 長 宛 の 2 0 0 6 年

11 月 2 1 日 の 書 簡 ( S / 2 0 0 6 / 9 1 1 )を も 想 起 し 、  
 2 0 0 6 年 11 月 2 1 日 の 書 簡 に 示 さ れ た 通 り 、 法 廷 が そ の 任 務 を 遂 行 す る

に は 自 発 的 拠 出 金 が 不 十 分 な 場 合 、 事 務 総 長 お よ び 安 全 保 障 理 事 会 は 法 廷

の 財 源 と し て 代 替 的 な 方 法 を 模 索 す る こ と を 想 起 し 、  
 国 際 連 合 と レ バ ノ ン 共 和 国 の 間 の レ バ ノ ン 特 別 法 廷 の 設 置 に 関 す る 合 意

が 、レ バ ノ ン 政 府 お よ び 国 際 連 合 に よ っ て 、そ れ ぞ れ 2 0 0 7 年 の 1 月 2 3 日

な ら び に 2 月 6 日 に 調 印 さ れ た こ と を も 想 起 し 、  
 議 会 の 多 数 派 が 法 廷 へ の 支 持 を す で に 表 明 し て い る こ と を 想 起 し 、ま た 、

特 別 法 廷 の 実 現 を 、 緊 急 を 要 す る 問 題 と し て 理 事 会 に 提 起 す る こ と を 求 め

る 彼 の 要 望 を 記 し た 、 レ バ ノ ン 首 相 発 国 際 連 合 事 務 総 長 宛 書 簡

( S / 2 0 0 7 / 2 8 1 )を 参 照 し 、  
 ラ フ ィ ク ・ ハ リ リ 前 レ バ ノ ン 首 相 と 他 の 人 々 を 殺 害 し た 爆 弾 テ ロ に 対 し

て 責 任 の あ る す べ て の 人 物 が 明 ら か に さ れ 、 裁 か れ る こ と を 求 め る レ バ ノ

ン の 民 衆 の 要 求 に 留 意 し 、  
 2 0 0 6 年 11 月 2 1 日 付 の 議 長 発 書 簡 に お い て 要 請 さ れ て い る 協 定 の 締 結

へ の 最 終 段 階 に 向 け て の 、 レ バ ノ ン 政 府 と 共 同 の 事 務 総 長 の 継 続 し た 努 力

を 賞 賛 し 、 こ の 側 面 に つ い て の 2 0 0 7 年 5 月 2 日 の 法 律 顧 問 に よ る 、 憲 法

上 の 手 続 き を 通 し て の 法 廷 の 設 置 が い く つ か の 深 刻 な 障 害 に 直 面 し て い る

点 に 留 意 す べ し と い う 報 告 に 言 及 し つ つ 、 そ れ に も か か わ ら ず 、 す べ て の

関 係 す る 当 事 者 に よ る 、 法 廷 の 設 置 に つ い て の 原 則 的 な 合 意 の 再 確 認 に 留

意 し 、  
 こ の よ う な 障 害 を 克 服 す る た め の こ の 地 域 の 当 事 者 の 最 近 の 努 力 を も 賞

賛 し 、  
 真 実 の 追 求 と テ ロ 攻 撃 に 関 係 す る 者 す べ て の 責 任 の 追 及 に お い て レ バ ノ

ン へ の 支 援 を 継 続 す る 意 思 を 表 明 し 、 ま た 今 回 お よ び 他 の 暗 殺 の 実 行 者 、

組 織 者 な ら び に 後 援 者 に 正 当 な 処 罰 を 与 え る べ く 尽 力 す る レ バ ノ ン を 支 援

す る 決 意 を 再 確 認 し 、  
 こ の テ ロ 行 為 お よ び そ の 含 意 が 国 際 の 平 和 と 安 全 に 対 す る 脅 威 を 構 成 す

る と の 決 定 を 再 確 認 し 、  



 
1 .  国 際 連 合 憲 章 第 7 章 に も と づ い て 行 動 し て 、  

( a )  そ の 期 日 以 前 に レ バ ノ ン 政 府 が 付 属 文 書 第 1 9 条 （ １ ） に も と づ い

て 通 告 し た 場 合 を 除 い て 、 レ バ ノ ン 特 別 法 廷 の 設 置 に 関 す る 、 付 録 を

含 む 付 属 文 書 の 条 項 が 、 2 0 0 7 年 6 月 1 0 日 に 発 効 す る こ と 、  
( b )  付 属 文 書 第 8 条 に も と づ い て 予 定 さ れ て い る 本 部 協 定 が 締 結 さ れ

な か っ た 旨 、 事 務 総 長 が 報 告 し た 場 合 、 法 廷 の 設 置 場 所 は 、 レ バ ノ ン

政 府 と の 協 議 を 通 じ 、 ま た 、 国 際 連 合 と 法 廷 の 接 受 国 と の 間 で の 本 部

協 定 の 締 結 を 条 件 と し て 決 定 さ れ る こ と 、  
( c )  レ バ ノ ン 政 府 に よ る 拠 出 金 が 、 付 属 文 書 第 5 条 （ ｂ ） に 記 述 さ れ て

い る 費 用 を ま か な う に 十 分 で は な い 旨 、 事 務 総 長 が 報 告 し た 場 合 、 彼

は 不 足 分 を 補 う た め に 、 各 国 か ら の 自 発 的 拠 出 金 を 受 領 し 、 ま た 、 使

用 す る こ と が で き る こ と 、  
を 決 定 す る 。  

2 .  付 属 文 書 第 1 9 条（ ２ ）に 従 い 、特 別 法 廷 は 、国 際 独 立 調 査 委 員 会 の 作

業 の 進 捗 状 況 を 考 慮 に 入 れ つ つ 、 レ バ ノ ン 政 府 と の 協 議 を 通 じ て 、 事 務

総 長 が 決 定 す る 日 よ り 活 動 を 開 始 す る 。  
3 .  事 務 総 長 に 対 し 、 適 切 な 場 合 に は 、 レ バ ノ ン 政 府 と 調 整 の う え 、 特 別

法 廷 を 適 切 な 時 期 に 設 置 す る た め に 必 要 な 措 置 と 対 策 を と り 、 ま た 、 こ

の 決 議 の 履 行 に 関 し 、9 0 日 以 内 に 、さ ら に そ の 後 は 定 期 的 に 理 事 会 に 対

し て 報 告 す る よ う 要 請 す る 。  
4 .   こ の 問 題 に 引 き 続 き 積 極 的 に 取 り 組 む こ と を 決 定 す る 。  


